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マイナンバーカードと健康保険証の一体化について

マイナンバー法の一部改正に伴い、令和６年１２月２日をもって現行
の健康保険証が廃止され、マイナ保険証（健康保険証の利用登録を
したマイナンバーカード）を基本とする仕組みに移行
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【資格確認書関連資料】

●マイナンバーカードによるオンライン資格確認を基本
●オンライン資格確認を受けることができない状況にある方は、資格確認書（◆）
により被保険者資格を確認
●令和６年１２月１日時点でお手元にある有効な健康保険証は、１２月２日以降、
最長１年間（令和７年１２月１日まで。ただし、有効期限が令和７年１２月１日よ
り前に切れる場合にはその有効期限まで）使用可能

別紙１
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◆資格確認書について

交付対象者 マイナ保険証未登録の方、マイナンバーカードを取得してない方等

※ マイナ保険証の保有者には、自身の被保険者資格等を簡易に把握できる

よう、「資格情報のお知らせ」を交付

申請 原則、本人の申請に基づき交付するが、当分の間本人の申請によ

らず交付する運用

有効期限 ５年以内で各保険者が設定

◎今後のスケジュール

令和６年１２月２日 マイナ保険証未登録等で被保険者証を所持していない方への資格

確認書の発行開始（新規資格取得者、被保険者証紛失者等を含む。）

令和７年９月末まで マイナ保険証未登録等で被保険者証の有効期限を迎える方に対し

て資格確認書の発行開始
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・健康保険証の廃止に伴い、短期保険証の仕組みは廃止

・特別療養費の支給に変更する旨の事前通知を交付

（※）医療機関の窓口で医療費を全額（１０割）支払った後、後日申請により保険給付分（７

割又は８割分）の払い戻しを受けること。

◎特別療養費（※）の支給の通知の仕組みの整備
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資格確認書様式例
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